
市@Lアドレス、市役所の住所、連絡先などは27ページをご覧ください。

障
が
い
者
の
た
め
の
パ
ソ
コ
ン

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
講
習
会

A
11
月
5
日
㈪　

18
時
30
分
〜
20

時
30
分
、
7
日
㈬　

18
時
30
分
〜

20
時
30
分
、
10
日
㈯　

10
時
〜
12
時　

※
意
見

交
換
会
は
13
時
〜
15
時

B
福
祉
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

C
高
校
生
以
上
で
原
則
3
日
間
参
加
で
き
る
方

F
10
人　

申
し
込
み
順

H
I
11
月
2
日
㈮
ま
で
に
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
、
E
メ
ー
ル
で　

生
涯
学
習
課　

J
(32) 

6
7

5 

2　

K
(32)
1
2
3
3　

Mshogai＠
city.

tom
akom

ai.hokkaido.jp

障
が
い
者
の
ス
ポ
ー
ツ
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
教
室
「
車
い
す
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
教
室
」

A
12
月
1
日
㈯　

10
時
〜
12
時

B
福
祉
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

C
市
内
在
住
の
障
が
い
者
と
そ
の
援
助
者
、
障

が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
に
興
味
の
あ
る
方

F
50
人　

申
し
込
み
順

G
室
内
用
運
動
靴
、
タ
オ
ル

H
I
11
月
1
日
㈭
〜
22
日
㈭　

9
時
〜
17
時
に　

発
達
支
援
課　

J
(34)
5
8
2
1

運
動
機
能
向
上
講
座

「
体
い
き
い
き
！
若
返
り
講
座
」

A
11
月
28
日
㈬　

10
時
〜
12
時

ポイント
７０

ポイント
１００

B
総
合
体
育
館

C
65
歳
以
上

D
介
護
予
防
の
た
め
の
運
動
の
紹
介
と
筋
力
向

上
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

 

講
師 

健
康
運
動
指
導
士　

和わ

田だ

彩あ
や

香か

氏

F
30
人　

申
し
込
み
順

G
上
靴
、
飲
み
物
、
タ
オ
ル

H
I
11
月
1
日
㈭
〜
前
日
に
電
話
で　

介
護
福

祉
課　

J
(32)
6
3
4
7

白
樺
高
等
養
護
学
校
の
見
学
会

A
11
月
16
日
㈮　

10
時
30
分
〜
13
時
30
分

C
小
・
中
学
生
の
子
ど
も
が
い
る
保
護
者

E
千
円
（
昼
食
代
）

F
50
人　

申
し
込
み
順

H
11
月
9
日
㈮
ま
で
に
、
氏
名
、
連
絡
先
を
電

話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル
で　

手
を
つ

な
ぐ
育
成
会　

J
K
(37)
9
6
7
8　

Mikusei
kai＠

aria.ocn.ne.jp

I
障
が
い
福
祉
課　

J
(32)
6
3
5
6

不
用
な
入
れ
歯
の
回
収
を

行
っ
て
い
ま
す

不
用
に
な
っ
た
入
れ
歯
の
回
収
を
行
い
、
入
れ

歯
に
使
わ
れ
た
金
属
の
再
利
用
を
行
っ
て
い
ま

す　

※
収
益
金
の
一
部
は
、「
苫
小
牧
市
福
祉

ふ
れ
あ
い
基
金
」
に
寄
付
さ
れ
て
い
ま
す

B
市
役
所
1
階
障
が
い
福
祉
課　

他
17
カ
所

I
苫
小
牧
腎
友
会
事
務
局　

J
(84)
3
3
3
1　

市
障
が
い
福
祉
課　

J
(32)
6
3
5
6

え
が
お
の
花
咲
く
写
真
展
in
苫
小
牧

A
11
月
10
日
㈯
、
11
日
㈰

B
イ
オ
ン
モ
ー
ル
苫
小
牧

D
介
護
・
福
祉
に
関
わ
る
生
活
の
場
で
の
笑
顔

の
写
真
展
示
、
無
料
介
護
相
談
コ
ー
ナ
ー

I
介
護
福
祉
課　

J
(32)
6
3
4
1

給
与
支
払
報
告
書
な
ど
の
電
子
申
告

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
行
え
ま
す

事
業
主
の
方
は
、
e
L
T
A
X
（
エ
ル
タ
ッ
ク

ス
）
を
利
用
し
た
地
方
税
の
電
子
申
告
を
パ
ソ

コ
ン
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
利
用
の
際
は
、

地
方
税
電
子
化
協
議
会
へ
の
届
け
出
が
必
要
で

す　

※
個
人
の
市
・
道
民
税
の
申
告
は
利
用
不

可

税目 電子申告 電子申請・届け出

個人住民税

○給与支払報告
○ 給与支払報告・
特別徴収に係る
異動届出　など

○ 特別徴収義務者の
所在地名称等変更
届出書

法人市民税
○予定申告
○中間申告
○確定申告　など

○法人設立・設置届
○異動届

固定資産税 ○償却資産

I
地
方
税
電
子
化
協
議
会　

J
0
5
7
0
(081) 

4

5 

9　

HP
（http://w

w
w
.eltax.jp/

）　

市
市

11
月
は
労
働
保
険
適
用
促
進
強
化
期
間
で
す　

I
北
海
道
労
働
局　

J
011 

(709)
2
3
1
1　

市
工
業
・
雇
用
振
興
課　

J
(32)
6
4
3
2
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